
防災ラジオとは
・防災情報や避難情報など防災行政無線の放送が流れます
・市からの行政情報、自治会や地区のお知らせなどを放送します
・通常放送の音量を落としていても、緊急放送は最大音量で放送されます
・乾電池でも作動するので、持ち運びもできます
・通常時はラジオ（ＡＭ／ＦＭ）としても使えます

▼申請方法
　貸与申請書が届いたら下記の手続きをしてください。
①申請書に記載されている住所・世帯主名に間違いが
ないか確認し、電話番号を記入して押印する
②下記のいずれかの方法で市役所に提出
・３日以内窓口（市役所１階）、各振興局・振興セン
ターのいずれかに直接提出
・自治会の班回覧の回収袋に提出（２月上旬）
・市に郵送（郵便切手が必要）
※申請書に同封している封筒用紙（Ａ４サイズ）を説明書き
のとおりに折ると、提出用の封筒として使用できます。

　防災情報などを市民の皆さんに届けるため、280ＭＨｚ帯「防災ラジオ」を希望する世帯に無料で貸与します。１月20日
以降、市内の全世帯に280ＭＨｚ帯「防災ラジオ」の案内と貸与申請書を郵送しますので、申請をお願いします。

申請後、５月頃から
順次お届けする予定です！
※防災ラジオの完成（納品）の都合に
　よって、配達時期は地域で異なります。

▲封筒用紙

今月は、市県民税第４期、国民健康保険税第10期、介護保険料第７期の納付月
です。納期内の納付をお願いします。

問〒８７７-８６０１（住所記載不要）
　防災・危機管理課防災・危機管理係☎㉒８３６３（市役所４階）

日田市役所　　☎㉓３１１１　 天瀬振興局　　☎57８２０１
大山振興局　　☎52３１０１　 前津江振興局　☎53２１１１
中津江振興局　☎54３１１１　 上津江振興局　☎55２０１１
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